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別冊Ｄ -１  法律上同性のカッ プルによ る 子育て（ その１ ）  

 

第１  本別冊Ｄ －１ の目的 

本別冊Ｄ －１ では、 上告人ら や本件関連訴訟の上告人ら の例を 挙げながら 、 実

際に子を 育て家族と し て生活する セク シュ アル・ マイ ノ リ ティ の具体的な実態を

明ら かにし 、 こ のよ う な家族が法律婚を し ている 法律上異性のカ ッ プルと 同様に

社会的実在と し て存在し 、 現行の法律婚制度によ る 保護を 受ける べき こ と を 述べ

る こ と を 目的と する 。  

なお、 本別冊Ｄ －１ は、 ２ ０ ２ ３ 年１ 月１ ９ 日付原告ら 第１ ３ 準備書面を ベー

ス に適宜表現を 調整する など の修正を 施し て作成さ れたも のであ る 。  

 

第２  セク シュ アル・ マイ ノ リ ティ も 実際に子育てを 行う こ と  

１  はじ めに 

 法律上同性のカ ッ プルなど のセク シュ ア ル・ マイ ノ リ ティ のカッ プルも 、 法律

上異性のカッ プルと 同様、 子ど も を 産み、 子ど も を 育てている 。 以下、 本訴訟や

本件関連訴訟の上告人ら など 、 それぞれの具体的な家族形成のエピ ソ ード に基づ

いて、 その養育のあり 方・ 子のも ち方について述べ（ 下記２ から ５ ）、 こ れら が特

殊な事例ではなく 、 こ のよ う な養育のあり 方・ 子のも ち方が、 法律上異性のカッ

プルのそれと 同じ く 、 社会に一定数存在する こ と を 各種統計から 確認する （ 下記

６ ）。  

 

２  上告人一橋及び上告人武田について 
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３  東京一次訴訟上告人小野・ 西川の家族 
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４  関西訴訟上告人坂田麻智氏・ Ｓ Ａ Ｋ Ａ Ｔ Ａ  Ｔ ＨＥ Ｒ Ｅ Ｓ Ａ  Ｅ Ｖ Ｅ Ｌ Ｙ Ｎ 氏

の家族 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。



12 

 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。



13 

 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。



14 

 

 

５  前田良氏の家族 
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６  セク シュ アル・ マイ ノ リ ティ によ る 生殖・ 養育は一定数存在する こ と  

以上、 法律上同性のカ ッ プルその他のセク シュ アル・ マイ ノ リ ティ によ る 子育

ての実態について、 ４ つの具体的例を 挙げて述べたが、 セク シュ ア ル・ マイ ノ リ

ティ が、 第三者から 精子等の提供を 受けて子を も う けたり 、 元配偶者と の間で子

を も う けたり する こ と や、 カ ッ プルで子ど も を 育てたり する こ と は、 決し て珍し

いこ と ではない。  

こ のこ と は、 以下の４ つのアン ケート の結果から も 裏付けら れる 。  

① 本件当事者アン ケート ：  本件と 同種事件の関西訴訟に関する 大阪地裁

判決（ 大阪地方裁判所平成３ １ 年（ ワ ） 第１ ２ ５ ８ 号損害賠償請求事件）

を 受けてセク シュ アル・ マイ ノ リ ティ の当事者に向けて上告人ら 代理人

ら が全国の同種訴訟代理人ら と と も に実施し たアン ケ ート （ 甲Ａ ２ ８ ９

（ アン ケート 報告書速報版）、 甲Ａ ３ １ ８ （ アン ケート 報告書確定版））  

② Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ Ｑ の家族形成支援ア ン ケ ート ：  家族法の研究者であ る 二宮周

平氏ら がセク シュ アル・ マイ ノ リ ティ の当事者が家族形成に関し て抱え

る 現状、意識、 ニーズを 知る ために実施し たアン ケート （ 甲Ａ ３ １ ９ ［ ⅲ

頁、 ２ ３ 頁］）  

③ にじ いろ 子育てアン ケート ：  特定非営利活動法人虹色ダイ バーシティ

がセク シュ アル・ マイ ノ リ ティ と 子育てに関する 課題の可視化のために
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実施し たアン ケート （ 甲Ａ ３ ２ ０ ［ １ ０ 頁］）  

④ こ ど ま っ ぷアン ケート ：  セク シュ ア ル・ マイ ノ リ ティ が子ど も を 持つ

未来を 当たり 前に選択でき る 社会を 目指し て活動する 一般社団法人こ ど

ま っ ぷが、 子ど も がほし い又はすでに子ど も のいる セク シュ ア ル・ マイ

ノ リ ティ の当事者に対し て実施し たアン ケート （ 甲Ａ ３ ２ １ ）  

 

表１  

アン ケート 名 質問内容 有り と 回答し た数 

本件当事者アン ケート  子育て を し て いる 又は子育

て経験がある  

８ ０  

LGBTQの家族形成支援ア

ン ケート  

子ど も の有無 ４ １  

に じ い ろ 子育て ア ン ケ

ート  

子育て経験 １ ２ ５  

こ ど ま っ ぷアン ケート  子ど も の有無 ５ ６  

  

上記の表１ は、 上記各アン ケート の結果を 整理し たも のである が、 その結果か

ら 明ら かなと おり 、上述し た上告人一橋や上告人武田ら のよ う に、セク シュ アル・

マイ ノ リ ティ が生殖や子育てを 行う 例が相当数存在する 。 それは無視でき ない現

実である 。  

更に、 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ Ｑ の家族形成支援アン ケート によ れば、 若い世代においては子

育てを 望む回答が５ ７ ％にのぼる など 、 特にセク シュ アル・ マイ ノ リ ティ の若い

世代において家族形成への希望が高いこ と が明ら かと なっ ている （ 甲Ａ ３ １ ９

［ ３ ２ 頁］）。  

なお、本件当事者アン ケート における 回答中には、「 二人で子ど も を 育てたかっ

たが諦めた」 と する 回答が３ ７ ３ 件寄せら れている （ 甲Ａ ３ １ ８ ［ ６ 頁］）。 こ れ
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ら は、 法律上同性のカ ッ プルが子育てを し よ う と する と き 、 後述する よ う な制約

が存在する 結果と 考えら れる 。  

 

第３  子の福祉の観点から も 法律上同性のカ ッ プルなど セク シュ アル・ マイ ノ リ テ

ィ のカッ プルの保護が急務である こ と  

１  はじ めに 

前記第２ で述べたよ う にセク シュ アル・ マイ ノ リ ティ によ る 生殖・ 養育は一定

数存在する 。 し かし ながら 、 法律上異性のカ ッ プルと 法律上同性のカ ッ プルで、

子を 産み、 育てる と いう 点において何ら 変わり がないにも 関わら ず、 法律婚が法

律上異性のカ ッ プルにし か認めら れていないこ と によ り 、 法律上同性のカッ プル

は子育ての局面で様々な制約に直面し ており 、 それが子の福祉に対する 重大な脅

威と なっ ている 。  

以下、 本件当事者アン ケート （ 甲Ａ ２ ８ ９ （ アン ケート 報告書速報版）、 甲Ａ ３

１ ８ （ アン ケート 報告書確定版）） の回答を も と に、子の福祉の観点から も 法律上

同性のカ ッ プルなど セク シュ アル・ マイ ノ リ ティ のカ ッ プルの保護が急務である

こ と を 述べる 。  

 

２  セク シュ アル・ マイ ノ リ ティ が子育てにおいて直面する 制約 

本件当事者アン ケ ート （ 甲Ａ ２ ８ ９ （ ア ン ケ ート 報告書速報版）、 甲Ａ ３ １ ８

（ アン ケート 報告書確定版）） において、法律上同性のパート ナーと 一緒に子育て

を し た経験がある と 回答し た回答者ら から の回答内容は大き く 分ける と 、 下記の

３ つに分類でき る 。  

① 法律上の親権者ではない親が育児の一部に参加でき ないこ と  

② 法律上の親権者ではない親が子ど も に関する 福利厚生を 利用でき ないこ

と  

③ 法律上の親権者ではない親が子ど も に関する 公的手続や医療手続を でき
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ないこ と  

当事者が経験し た子育てにおける 具体的制約を 下表に整理し た。  

 

表２  

番号等 回答内容 類型 

５ ０  保育園の送迎は基本的に法律上の親権者のみ。 法律

上親権者ではない方が育児休業を 相談し たが、 取得

でき なかっ た。 看護休暇は法律上の親権者のみ。  

①、 ② 

２ ５ ５  男女カ ッ プルであ れば取得でき る 育休が取得でき な

いため、 産後の母体に負担がかかる こ と になっ てし

ま っ た。保育園入所の手続き の際に、親と し て認めて

も ら えない為、 産んだ側にのみ負担が多く かかる こ

と と なっ てし ま っ た。  

①、 ② 

６ ２ ９  子供を 病院に連れて行く のはいつも 親権者であ る 私

（ 疾患持ち） で心身の負担が大き い、コ ロ ナ禍の現在

はパート ナーが診察室に入れない 

③ 

１ ０ ２ ０  私の彼女はシン グルマザーです。 子供が３ 人いま す。

し かし 、同性婚が認めら れない現状、扶養にも 入ら な

い。だから 、児童手当がないと 生活も 厳し い。一緒に

住む家を 建てたいけれど 、 生計が同じ と みなさ れた

ら 児童手当も も ら えない。 私の給料ではと ても 養う

こ と はでき ない。  

② 

１ ２ ３ ９  市役所の窓口では毎度対応に時間を 取ら れ、 態度も

露骨に戸惑いが現れる こ と が多く 、 気持ち的にし ん

ど いと 感じ る こ と がある  

③ 

１ ２ ４ １  現在、子供を 育てている が、二人で親権を 持つこ と が ①、 ② 
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出来ず、 ど ちら か１ 人が『 子供と 同居し ている 大人』

と いう だけの扱いになる 、 結婚し ている 家庭が対象

の税制優遇は対象外、 認可保育園審査時の減点対象

と なる こ と に納得がいかなかっ た 

１ ２ ９ ２  以前子ど も が交通事故で救急外来に搬送さ れた時、

配偶者が対応し ていて私に連絡が取れない状態であ

っ た（ 私は出張で連絡不可だっ た）。 その際に手術の

同意が取れず、時間がかかっ た。その場で配偶者が担

当医師に「 我々は母国で結婚し ている 」 と 伝え、その

時の医師の判断で彼女は同意書にサイ ン を する こ と

ができ た。 異なる 医師であ っ た場合の対応がど う な

っ たかについては、 想像し たく ない。 学校について

は、基本親権者である 私が書類を 作成し ている 。家族

手当については制度自体がないため、 受け取る こ と

はでき ない。  

②、 ③ 

１ ３ ７ ２  保育園で延長保育があ っ たり 、 登園中にお薬を 飲ま

せても ら う 際は書類へサイ ン が必要だが、 送り 迎え

を し てく れる パート ナーが書類サイ ン を 断ら れたた

めに、 わざわざ 書類記入のためだけに私が保育園へ

行かなければいけなかっ たり 、 お昼に必要なお薬を

飲ま せら れないこ と があっ た。  

① 、 ③ 

１ ４ ０ ９  産院でのサイ ン や説明等は親権者であ る 私のみと い

う こ と でし た。  

③ 

 

法律上異性のカ ッ プルであれば、 婚姻を し て子を 持つ、 又は、 婚姻によ り 親子

関係が成立する こ と で、両親が共同親権者と なる ため（ 民法８ １ ８ 条）、 上記のよ
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う な制約に直面し ない。 し かし ながら 、 法律上同性のカッ プルは法律婚が認めら

れないがゆえにかかる 制約に直面し ている 。 そし て、 こ れら の制約、 つま り 、 法

律上同性のカ ッ プルが直面する 制約は、 子と 両親の交流の機会を 狭める こ と にな

る と と も に、 子の緊急時の安全保障と いう 観点から も 重大な脅威であり 、 子の福

祉の観点から も 到底看過でき ないも のであ る 。  

 

３  セク シュ アル・ マイ ノ リ ティ の子育てに対する 法的保護が必要不可欠である こ

と  

本件関連訴訟である 東京１ 次訴訟東京地裁判決（ 甲Ａ ３ ２ ２ ） は、 法律上同性

の間の人的結合関係に対し て法律上異性のカ ッ プルが婚姻によ っ て 享受し てい

る 法的保護を 付与する こ と は「 同性間の人的結合関係を 強め、 その中で養育さ れ

る 子も 含めた共同生活の安定に資する も のであり 、 こ れは、 社会的基盤を 強化さ

せ、 異性愛者も 含めた社会全体の安定につながる も のと いう こ と ができ る 」 と 判

示し ている （ 同判決５ ２ 頁）。  

上記判示部分は、 前記２ で述べたよ う な法律上同性のカ ッ プルに対する 法的保

護が存在し ないこ と によ る 具体的不利益が存在する こ と を 前提に、 当該カッ プル

が養育する 子を 含めた家族に対する 法的保護を 与える こ と が、 当該具体的不利益

を 解消し 、「 共同生活の安定」 や「 社会的基盤の強化」 に資する こ と を 述べている

も のである 。  

更に、 米国のオバーガフ ェ ル事件（ Ober gef el l  v.  Hodges） における 「 アミ カ

ス キュ リ エ意見書」（ 甲Ａ ５ の２ ［ １ ７ 頁～２ ５ 頁］） 1が述べる と おり 、 子ど も が

環境や状況に適合し て、 著し い葛藤や不安を 体験する こ と なく 生活する こ と に影

響を 及ぼす諸要因は両親の性別や性的指向によ っ ては左右さ れないこ と 並びに

法律上同性のカ ッ プルが親と し て 劣っ ていな いこ と 及び同性カ ッ プルに養育さ

 
1 同意見書は、 米国心理学会や同精神医学会等、 国際的にも 権威のある 専門団体が、「 現在用

いる こ と ができ る 最善の研究に依拠し て」 作成さ れたも のである （ 甲Ａ ５ の２ [４ 頁]）。  
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れる 子ど も が心理学的な健康等の面で劣っ ていないこ と は、 科学的にも 明ら かに

さ れている 。  

こ れら のこ と から も 明ら かなよ う に、 法律上同性のカッ プルその他のセク シュ

アル・ マイ ノ リ ティ によ る 子育ては、 子の福祉の観点から も 何ら 支障がなく 、 む

し ろ 法律上同性のカ ッ プルなど セク シュ ア ル・ マイ ノ リ ティ のカッ プルを 法的に

保護する こ と は社会的な要請である と いう べき である 。  

 

第４  子育てを する 法律上同性のカッ プルを 家族と し て認知する 社会の変化 

１  はじ めに 

前記第２ では子を 産み、 育てる 法律上同性のカ ッ プルが一定数いる こ と を 述べ、

一方で前記第３ ではかかる カ ッ プルについて 法律婚が認めら れていないこ と に

よ る 制約の存在を 述べた。 本項では、 法律上異性のカ ッ プルと 同様に、 法律上同

性のカッ プルが子を 産み、 育てており 、 社会を 構成する 多様な家族の一形態であ

る こ と を 社会が認知し 、 公的にも 、 民間的にも 、 様々な取り 組みが広がっ ている

一方で、 かかる 取り 組みでも なお解決でき ない課題があり 、 国と し て法律上同性

のカ ッ プルに法律婚を 認める 必要がある こ と を 述べる 。  

 

２  里親制度 

( 1)  里親制度と は 

里親制度は、 児童福祉法第２ ７ 条第１ 項第３ 号の規定に基づき 、 児童相談所が

要保護児童（ 保護者のない児童又は保護者に監護さ せる こ と が不適当である と 認

めら れる 児童）の養育を 委託する 制度である（ 甲Ａ ３ ２ ３ ）。養育里親、専門里親、

養子縁組里親、 親族里親に分類さ れ、 令和３ 年３ 月末現在の委託里親数、 委託児

童数は下表３ のと おり である 。  
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表３  

 養育里親  養子縁組里親 親族里親 

専門里親 

登録里親数 11, 853 世帯 715 世帯  5, 619 世帯  610 世帯 

委託里親数 3, 774 世帯 171 世帯 353 世帯 565 世帯 

委託児童数 4, 621 人 206 人 384 人 808 人 

 

ま た、 里親になる ための要件はそれぞれの里親の種類ご と に異なる が、 すべて

に共通する 基本的な要件と し て、 以下の３ つの要件の全てに該当する こ と が求め

ら れている 。  

① 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する 豊かな愛

情を 有し ている こ と  

② 経済的に困窮し ていないこ と （ 親族里親は除く 。）  

③ 里親本人又はその同居人が一定の欠格事由に該当し ていないこ と  

 

( 2)  法律上同性のカッ プルへの拡大  

毎日新聞の調査によ れば、 ２ ０ １ ８ 年（ 平成３ ０ 年） ４ 月の段階で、 全国の児

童相談所がある ６ ９ の自治体中、 東京都を 除く ６ ８ の自治体では、 里親認定の基

準と し て法律上同性のカ ッ プルも 里親と し て 認定さ れる こ と が可能であ っ たが

（ 甲Ａ ３ ２ ４ ）、 ２ ０ １ ８ （ 平成３ ０ ） 年１ ０ 月以降、 東京都においても 法律上同

性のカッ プルの里親認定が可能と なっ た（ 甲Ａ ３ ２ ７ ）。  

２ ０ １ ８ （ 平成３ ０ ） 年１ ０ 月１ 日、 厚生労働省は、「 里親希望者が単身、 共働

き 、Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 等である 場合の取扱いについて」（ 甲Ａ ３ ２ ６ ） と 題する 通知を 出し 、

①里親登録又は認定を 希望する 者がＬ Ｇ Ｂ Ｔ 等である か否かに関わら ず、 登録又

は認定要件に沿っ て登録又は認定の可否を 判断する こ と を 徹底する こ と 、 ②里親

家庭と し て選定（ マッ チン グ）する 場合に、Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 等である か否かに関わら ず、
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ガイ ド ラ イ ン で示し た考え方に沿っ た選定（ マッ チン グ） を する こ と を 徹底すべ

き である こ と を 周知し ている 。  

被上告人国は法律上同性のカッ プルを 養育里親の重要なリ ソ ース と 考え、 歓迎

の姿勢を 示し ている 。 例えば、 ２ ０ １ ６ （ 平成２ ８ ） 年１ ２ 月に、 大阪市の男性

カッ プルが里親認定さ れ、 実際に子ど も の委託を 受けたこ と に関し 、 塩崎恭久厚

生労働相は、 ２ ０ １ ７ （ 平成２ ９ ） 年４ 月７ 日の記者会見で、「 いずれにし ても 、

同性カッ プルでも 男女のカ ッ プルでも 大事なこ と は、 里親と し て育てていただく

子ど も さ んのために愛着形成がし っ かり なさ れ、 そし て健康で経済的にも 安定し

ている 家庭の中で、 子ど も さ んがし っ かり と 真っ 直ぐ 育っ ている こ と が大事であ

り ま すので、 ど のよ う なカ ッ プルであろ う と それが達成でき れば我々と し てはあ

り がたいと 思いま す。」 と 述べ、 法律上同性のカッ プルを 里親と し て容認し 、 歓迎

する 姿勢を 示し た（ 塩崎大臣会見概要（ 甲Ａ ４ ６ ４ ））。 ま た、 岸田総理大臣も 、

２ ０ ２ ３ 年３ 月２ 日の参議院予算委員会において、 法律上同性のカ ッ プルに里親

委託する こ と を プラ ス と 認識し ている かと いう 質問に対し 、「 御指摘の点におい

てプラ ス の面がある 、 こ う いっ た指摘については、 も ちろ んプラ ス の面がある と

私も 思いま す」 と 答弁し ている （ 第２ １ １ 回国会参議院予算委員会議事録第３ 号

令和５ 年３ 月２ 日（ 甲Ａ ４ ６ ５ ） [ １ ５ 頁] ）。 ２ ０ １ ９ 年５ 月２ ４ 日の衆議院厚生

労働委員会において、 根本厚生労働大臣は、「 基本的には、 里親については、 年齢

や LGBT など を 含めた属性など にかかわら ず、 子供に良好な家庭的環境を 提供で

き る かど う か、 こ れが重要だと 考えていま す。 そし て、 里親登録の判断、 委員御

案内であり ま すが、 こ れは都道府県が行いま すが、 国と し ては、 必要な研修を 受

講し ている こ と 、 経済的に困窮し ていないこ と 、 禁錮以上の刑に処さ れていない

こ と 、 保護が必要な子供への理解や熱意、 愛情がある こ と など を 満たすべき こ と

を お示し し ており ま す。 その意味で、 LGBT 当事者である か否かにかかわら ず、 こ

のよ う な視点で判断さ れる べき も のと 考えており ま す。」 など と 答弁し ている（ ・

第１ ９ ８ 回国会衆議院厚生労働委員会議事録第２ １ 号令和元年５ 月２ ４ 日（ 甲Ａ
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４ ６ ６ ） [ １ ９ 頁] ）。 厚生労働省子ど も 家庭局局長も 、『 厚生労働』 ２ ０ ２ １ 年５

月号の中で、「 里親になる 場合は基本的な財力など が条件と し てあ り ま すが、一番

大切なこ と は「 子ど も に対する 熱意」 です。 そのため、 子育て経験のない人や単

身世帯、 共働き 世帯、 LGBT※の人でも 里親になる こ と ができ ま す。」 と 述べている

（ 甲Ａ ４ ６ ７ ）。  

法律上同性のカ ッ プルの里親認定の実数は公表さ れていないが、 報道から 分か

る 範囲では、 冒頭で触れた大阪市の男性カ ッ プルが里親認定さ れた例（ 甲Ａ ３ ２

５ ［ １ 頁～２ 頁］） の他、 兵庫県が女性カ ッ プルを 養育里親に認定し た例（ 甲Ａ ３

２ ５ ［ ６ 頁］）、 愛知県が法律上男性のカ ッ プルを 養育里親に認定し た例（ 甲Ａ ３

２ ８ 、 甲Ａ ６ ４ ０ ［ ３ 頁］ ） など がある 。  

こ れら のこ と から も 、 社会と し て、 法律上同性のカ ッ プルも 子を 育てる 一つの

共同体の構成員と し て認識し ている と いえる 。  

 

３  地方自治体によ る フ ァ ミ リ ーシッ プ制度 

上記のよ う に少なく ない数の法律上同性のカ ッ プルが子育てを し ている こ と

を 踏ま え、 カッ プルの当事者間の関係を 証明する だけでなく 、 カッ プルが養育す

る 子ど も と の関係も 含めて証明する 、 いわゆる フ ァ ミ リ ーシッ プ制度の導入も 進

んでいる （ 甲Ａ ３ ３ ０ 、 甲Ａ ３ ３ １ 、 甲Ａ ３ ３ ２ 、 甲Ａ ４ ８ ０ 、 甲Ａ ６ ２ ０ 、 甲

Ａ ９ ０ ２ の１ 、 ２ ）。  

赤旗新聞の調査によ れば、 ２ ０ ２ ４ 年４ 月１ 日の時点でパート ナーシッ プ制度

を 導入し て いる ４ ５ ６ 自治体のう ち４ ７ ％にあ た る ２ １ ６ 自治体がフ ァ ミ リ ー

シッ プ制度を 導入し ている 。 同新聞が２ ０ ２ ２ 年８ 月に調査し た際は、 パート ナ

ーシ ッ プ制度を 導入し ていた２ ２ ５ 自治体のう ち フ ァ ミ リ ーシッ プ制度を 導入

し ていた自治体数は４ ２ 自治体であり 、 今回の調査で同制度導入自治体数はその

５ 倍と なっ た（ 甲Ａ ３ ３ ２ 、 甲Ａ ６ ２ ０ ）。  

フ ァ ミ リ ーシッ プ制度は法的な親子関係を 発生さ せる も のではないが、 こ のよ
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う に自治体において同制度の導入が進んでいる こ と は、 法律上同性のカ ッ プルに

よ る 子育てが、「 一人の男性と 一人の女性と の人的結合関係と その間に生ま れた

子から 構成さ れる 家族」 と 同様に多様な子育てのひと つのモデルと し て社会的に

認識さ れている こ と の証左である 。  

 

４  企業の取組み 

地方公共団体だけではなく 、 各企業においても 、 法律上同性のカ ッ プルが子を

産み、 育てている と いう 実態を 認知し 、 こ れに応じ て、 配偶者がいる と き に適用

する 福利厚生制度を 、 法律上同性のパート ナーがいる 従業員にも 拡充する と いっ

た法律上異性のカ ッ プルと 同様の福利厚生の提供等の取組みを 拡大し ている 。  

公表さ れている も のの一部を 下記表４ に整理し た。  

 

表４  

ゴ ールド マン ・

サッ ク ス  

同居 1 年以上の相手を「 ド メ ス ティ ッ ク ・ パート ナー」 と し

て会社に届け出る こ と によ り 、 健康保険の保険料補助を はじ

め、 特別有給休暇や赴任時の手当、 事業内のフ ィ ッ ト ネス セ

ン タ ーや介護支援プロ グラ ム の利用など 、 同性間でも 配偶者

と ほぼ同等の福利厚生制度が利用でき る（ 甲Ａ ３ ３ ３ ）。同社

の特別有給休暇には、 男女問わず、 子供の出産や養子縁組に

際し 、 法令で定めら れている 産前産後休暇を 含めて最大２ ０

週間ま での有給休暇を 取る こ と ができ る ペア レ ン ティ ン グ

休暇、 育児休暇、 出産休暇等がある （ 甲Ａ ３ ３ ４ ）。  

日本Ｉ Ｂ Ｍ ２ ０ １ ６ （ 平成２ ８ ） 年に同性パート ナーを 配偶者と 同等に

見做す「 Ｉ Ｂ Ｍパート ナー登録制度」 を 施行。 パート ナーと

の結婚・ 出産な ど の特別有給休暇や育児及び介護休職の取

得、 慶弔見舞、 赴任旅費の対象を 登録さ れたパート ナーに拡
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大し た（ 甲Ａ ３ ３ ５ ）。  

日本コ カ ・ コ ー

ラ 株式会社 

配偶者の定義変更によ り 慶弔休暇、 慶弔金、 介護休暇・ 介護

休業、 パート ナーの育児休暇、 転勤援助規定など も 同性パー

ト ナーに適用し た（ 甲Ａ ３ ３ ６ ）。  

第一生命 

 

結婚・ 出産時等の休暇制度について、客観的資料等を も と に、

原則、 同性パート ナーを 配偶者と 同様に休暇取得の対象と し

た。社宅付与の基準について、客観的資料等を も と に、 原則、

同性パート ナーを 家族と し て判定し ている （ 甲Ａ ３ ３ ７ ）。  

ソ ニー 

 

法律上同性のパート ナーも 配偶者と 同等の扱いと し 、 配偶者

に適用さ れる 人事関連制度の一部（ 結婚祝い金や忌引き 、 家

賃補助、 社員家族イ ベン ト への参加など ） を 同性パート ナー

にも 適用し ている （ 甲Ａ ３ ３ ８ ）。  

ポーラ  人事制度や福利厚生の適用対象範囲を 事実婚の相手方、 法律

上同性のパート ナーを 含めた「 実質上の家族・ 親族」 ま でと

する 制度変更を 実施し た（ 甲Ａ ３ ３ ９ ）。  

パナソ ニッ ク  

 

慶弔休暇、 育児・ 介護支援、 単身赴任手当等の人事関連制度

において、 法的要件等で対象外と なる も のを 除き 、 同性パー

ト ナーにも 配偶者に準じ た 取り 扱いを 適用し た （ 甲Ａ ３ ４

０ ）。  

損保ジ ャ パン 日

本興亜 

 

同性パート ナーを 配偶者と みなし て住宅手当、 慶弔休暇、 介

護休業・ 育児休業、 福利厚生施設利用など の人事制度・ 福利

厚生制度を 利用でき る よ う にし た（ 甲Ａ ３ ４ １ ）。  

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株式会

社 

同性パート ナーと の子を 社内制度上「 家族」 と し て扱う 「 フ

ァ ミ リ ーシッ プ」 制度を 開始し 、 法律上同性のパート ナーと

の子について、 手当・ 祝い金など を 支給し 、 休暇取得など を

可能と し た（ 甲Ａ ３ ４ ２ ）  
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こ のよ う に、 一企業の取組みと し て、 法律上同性のカッ プルの家族形成・ 子育

てを 、法律上異性のカ ッ プルと 同様に扱う 取組みがなさ れている 。こ のこ と から 、

社会と し て、 法律上同性のカッ プルも 法律上異性のカ ッ プルと 同様に子を 育てる

一つの共同体と する 認識が広がっ ている と いえる 。  

ま た、法律上同性のパート ナーを 有する Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株式会社の従業員は、「 フ ァ ミ

リ ーシッ プ」 の開始について、「 当事者の悩みに寄り 添っ てく れる 会社の姿勢が嬉

し かっ たと 同時に、 子ど も が持てる かも し れないと いう 希望を 感じ た」、「 制度が

でき たこ と で、 子供を 授かり たいと ただ理想を 思い描いている だけでなく 、 本当

に実現でき そう と いう 実感が湧いてき ま し た。  そう いう 道筋を 作っ ていただけ

たこ と で、ま た一歩背中を 押し ても ら えた、 そう いう 感覚になり ま し た。」 と 話し

ている（ 甲Ａ ３ ４ ３ ）。 こ のこ と から 、 一企業の制度ではなく 、 国と し て法律上同

性のカッ プルの婚姻を 認め、 法律上同性のカ ッ プルにも 法的な安定的保護を 与え

れば、 今以上に子を 持ち、 育てる 法律上同性のカッ プルが増すと も いえる 。  

 

５  小括 

法律上同性のカ ッ プルは、 法律上異性のカ ッ プルと 同じ よ う に子育てを 行っ て

き たが、法律婚ができ ないこ と によ り 、その子育てにおいて様々な困難に直面し 、

そのよ う な現実が法律上同性のカ ッ プルが子を 持つこ と の障害と なっ ていた。 こ

のよ う な制約・ 障害は、 企業や自治体において、 法律上同性のカッ プルが多様な

子育てのひと つのモデルと し て認識し 、 制度を 構築し てき た中で、 一定程度解消

さ れてはき た。  

し かし 、 こ れら の制度は法律上同性のカッ プルと その子供と の間に法的な親子

関係を 認める も のではない。 こ のよ う な社会的な認識、 社会の変化はあ っ ても 、

法律上同性のカッ プルについては、 法律婚が認めら れない限り は、 婚姻と は別途

の手続によ ら なければ家族と し て取り 扱われず、 ま た、 企業や自治体の取り 組み
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だけでは、 法律と の矛盾抵触のおそれがあ り 、 法律婚と 同等のサービ ス を 受ける

こ と はでき ない。  

 

第５  結語  

法律上異性のカ ッ プルと 同じ よ う に、 法律上同性のカッ プルを はじ めと する セ

ク シュ アル・ マイ ノ リ ティ は生殖・ 子育てを 行い、 多様な養育のひと つと し て社

会に存在し ている 。 こ のよ う に次世代の育成と いう 役割を 等し く 担っ ている カッ

プルを 、 法律上同性である か異性である かによ っ て、 別異に取り 扱う 合理的な理

由はないこ と は明ら かである 。 こ のこ と は、 子の生育において、 法律上同性のカ

ッ プルに育てら れたか、 法律上異性のカ ッ プルに育てら れたかで差異がないと い

う 研究結果（ 甲Ａ ５ の２ ［ １ ７ 頁～２ ５ 頁］、 新ケ江教授の意見書（ 甲Ａ ５ ９ ７ の

１ ）） から も 裏付けさ れたも のである 。  

ま た、 子の福祉の観点から も 、 法律上同性のカ ッ プルに法律婚が認めら れなけ

ればなら ない。 前記第３ 、 第４ において詳述し たよ う に、 法律上同性のカッ プル

に法律婚を 認めないこ と は、 当事者の努力、 社会の変化によ っ ては解決が困難な

養育上の制約を も たら し ており 、 ひいては子の福祉の障害にも なっ ている 。  

婚姻制度の機能のひと つに子ど も の養育の保護があ る こ と は上告人ら も 認め

る と こ ろ である が、 その趣旨は子の福祉を 守る こ と にある のであっ て、 法律上同

性のカッ プルは、 子を 産み育て次世代を 育成する と いう 点で、 法律上異性のカッ

プルと 何ら 変わら ない役割を 担っ ている 又は担える のである から 、 家族と いう 形

に同性・ 異性は関係なく 、 法律上同性のカッ プルにも 法律婚によ る 法的な安定的

保護を 認める こ と が、 子ど も が家族と いう 安定し た関係の中で育ち、 子の福祉に

繋がる のである 。  

以 上 
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別冊Ｄ -２  法律上同性のカッ プルによ る 子育て（ その２ ）  

第１  本別冊Ｄ ―２ の目的 

本別冊Ｄ －２ は、 新ケ 江教授の意見書（ 甲Ａ ５ ９ ７ の１ ） に基づき 、 性的少数者

におる 出産や子育てについて補足する こ と を 目的と する 。  

なお、 本別冊Ｄ －２ は、 ２ ０ ２ ４ 年１ ２ 月１ ３ 日付控訴審第２ 準備書面第２ を ベ

ース に適宜表現を 調整する など の修正を 施し て作成さ れたも のである 。  

 

第２  子育てにおける 親の性的指向・ 性自認の影響  

性的少数者によ る 子育てに関し 、 子の福祉の観点から 懸念を 示す見解も ないでは

ない。 し かし 、 こ れま で繰り 返し 主張し 立証し てき たと おり 、 子の福祉の観点から

親と し ての責務を 十分に果たし う る かど う かは、 親の性自認や性的指向によ っ て決

ま る のではなく 、 温かい愛情と 正し い理解を 持っ て子を 養育する 意思、 能力、 環境

など がある かど う かによ っ て決ま る 2。 こ の点については、 新ケ江意見書（ 甲Ａ ５

９ ７ の１ ） 「 ３  海外における 性的少数者によ る 出産・ 子育ての研究（ 同１ ０ 頁か

ら １ ９ 頁） でま と めら れている 欧米における 先行研究から も 裏付けら れる 。  

すなわち、 欧米では、 すでにゲイ 、 レ ズビ ア ン 、 ト ラ ン ス ジェ ン ダーなど の性的

少数者によ る 出産・ 子育てに関する 研究が１ ９ ７ ０ 年代後半から 開始さ れ、 現在ま

でに心理学、 社会学、 文化人類学分野での研究が相当数蓄積さ れている が、 こ れら

の研究によ っ て、「 標準家族」 3によ る 子育てと 性的少数者によ る 子育てと で、 子の

発達において両者の間に差はないと いう 具体的な実証的結果が示さ れている 4。 例

えば、 アメ リ カ と イ ギリ ス で行われた最初に男性と 結婚し て離婚し たレ ズビ アン の

 
2 専門家の意見書や研究論文については、・ アミ カス キュ リ エ意見書（ 甲Ａ ５ の２ [１ ６ 頁～２

５ 頁]）、 性的マイ ノ リ ティ 家庭と ヘテロ セク シャ ル家庭の間の家族アウ ト カムの格差に関する

系統的レ ビ ュ ーと メ タ アナリ シス （ 甲Ａ ５ ８ ５ ） 参照。  

3 「 標準的家族」 と は、 シス ジェ ンダーの異性愛者の男女１ 組の夫婦が、 遺伝的につながり の

ある 夫婦と 氏を 同じ く する 子ど も を 産み育てる 家族を いう （ 新ケ江意見書[８ 頁]）。  

4 全体的な結論に関し 、 新ケ江意見書３ －１ [１ １ 頁から １ ２ 頁]、 同３ －４ ［ １ ８ 頁］ 参照。  
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母親と 離婚し た異性愛者の母親を 比較し た研究によ る と 、 子の社会的・ 情緒的問題

や問題行動の発生率に関し 両者間の差はなかっ た 5。 ゲイ の父親に関する 研究にお

いても 、 ゲイ の父親家族と 異性愛の親家族の間で、 子の心理的適応に差はないと い

う こ と が示さ れている 6。 ト ラ ン ス ジェ ン ダーの親と 子の間の良好な関係について

の研究も 存在する 7。  

こ れら の研究の中には、 性的少数者の親によ る 子育てにおいて、 子の福祉にネガ

ティ ブな要因がある 場合も 存在する こ と を 指摘する も のも 存在する 。 例えば、 ある

研究では、 ト ラ ン ス ジェ ン ダーの親は、 他の家族形態よ り も 、 ス ティ グマ、 差別、

暴力を 経験する リ ス ク が高く 、 同様にその子たちも 専門的支援を 受けら れていない

中でス ティ グマを 経験する 可能性が高いと 指摘さ れている 8。 ま た、 他の研究で

は、 性的少数者の親によ る 子育て経験に親自身がス ティ グマを 感じ る と 、 子の心理

的適応に影響を 与え、 そのス ティ グマ経験が高いほど 、 女児の自尊心は低く なり 、

男児は多動を 経験する 、 子ど も が小学校で、 同性愛嫌悪的ないじ めを 経験し たと い

っ た報告がなさ れている 9。  

し かし 、 こ れら 子の福祉にネガティ ブな要因の多く は、 上記の報告から も 明ら か

なよ う に、 性的少数者に対する ス ティ グマや性的少数者である こ と によ り 生じ る ス

ト レ ス と メ ン タ ルヘルス など 、 社会的要因と の関係で発生し ており 、 国が法や制度

を 整備し 、 性的少数者を 取り 巻く 社会的障壁を 取り 除いていく こ と によ っ て改善可

能である 。 改善に向けた対応を せず、 問題を 放置する こ と は、 子の福祉を 歪める こ

と につながる 10。  

 

 
5 新ケ江意見書３ －２ －１ [１ ２ 頁から １ ３ 頁]参照。  

6 新ケ江意見書３ －２ －２ [１ ３ 頁]参照。  

7 新ケ江意見書３ －２ －４ [１ ４ 頁から １ ５ 頁]参照。  

8 新ケ江意見書３ －２ －４ [１ ４ 頁]参照。  

9 新ケ江意見書３ －３ －４ ［ １ ７ 頁から １ ８ 頁］ 参照。  

10 新ケ江意見書３ －４ [１ ８ 頁]参照。  
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【リンクはご自由にお貼りください】
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第３  日本における 性的少数者によ る 子育ての実態  

すべての法律上の同性カッ プルが子を 産み、 育てている わけではないが11、 法律

上同性のカッ プルが子を 産み、 子育てる こ と はある し 、 既にそのよ う に選択し て実

践し ている 例は無数に存在する 。 こ の点も 、 新ケ江意見書（ 甲Ａ ５ ９ ７ の１ ） から

裏付けら れる 。  

 

１  一般社団法人「 こ ど ま っ ぷ」 によ る ア ン ケート 調査 

一般社団法人「 こ ど ま っ ぷ」（ 以下「 こ ど ま っ ぷ」 と いう ） は、 ２ ０ ２ １ 年４ 月

２ ５ 日から 同年５ 月３ １ 日ま での期間、 性的少数者で出産・ 子育てを 考えている 人

を 対象と し て、 その生活実態を 明ら かにする 目的で、 イ ン タ ーネッ ト 上でアン ケー

ト 調査（ 以下「 本アン ケート 調査」 と いう ） を 実施し た 12, 13。  

 

( 1)  子育てに対する 高い関心  

本アン ケート 調査の結果によ れば、 有効回答者６ ３ ９ 名のう ち２ ２ ％にあたる １

４ １ 名が実際に子育てを し ている ／たと 回答し た。 ま た、 約８ 割にあたる ５ ３ ４ 名

の性的少数者が、 実際に子育てを し ている ／た、 ある いは子育てを し たいと 考えて

いる ／たなど と 回答し 、 回答者において子育てに対する 関心が高いこ と が判明し た

14。  

回答の内訳 

実際に子育てを し ている ／し ていた １ ４ １ 名（ ２ ２ ％）  

 
11 法律上異性のカッ プルも 、 そのすべてが子を 産み育てる こ と を選択する わけではない。  

12 新ケ江意見書４ －１ －１ [２ ０ 頁]、 同４ －１ －２ [２ ０ 頁から ２ １ 頁]参照。  

13 なお、 こ ど ま っ ぷは２ ０ １ ５ 年にも アンケート 調査（ こ ど ま っぷアンケート ） を実施し て

おり 、 同アンケート のＱ １ ０ によ れば、 第三者から 精子や卵子の提供を受けて自分が子供を 産

んだ、 同様の方法でパート ナーが子供を産んだと の回答がそれぞれ１ ８ 件、 １ ２ 件であった

（ 甲Ａ ３ ２ １ ［ ８ 頁］）。  

14 新ケ江意見書４ －１ －３ [２ ２ 頁]参照。  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
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近い将来子育てを し たいと 考えて、 実際に行動し て

いる  

１ １ ８ 名（ １ ９ ％）  

現在は考えら れないがいつか子育てがし たいと 考え

ている  

２ ３ ４ 名（ ３ ７ ％）  

「 以前は子育てを し たかっ たが諦めた」  ４ １ 名（ ６ ％）  

 

( 2)  子ど も の人数・ 子育ての方法など  

既に出産し 子育てを し ている （ 妊娠中を 含む） と 答えた１ ４ １ 名のう ち、 子供の

人数についての回答は以下のと おり であっ た 15。  

回答の内訳 

１ 人 ７ ３ 名（ ５ ２ ％）  

２ 人 ４ ４ 名（ ３ １ ％）  

３ 人 ４ 名（ ３ ％）  

５ 人以上 ２ 名（ １ ％）  

現時点で、 自分／パート ナー／協力者が妊娠し てい

る 子ど も のみ 

１ ８ 名（ １ ３ ％）  

 

子育ての方法に関し ては、 性的少数者ですでに出産し 子育てを し ている （ 妊娠中

を 含む） と 答えた１ ４ １ 名のう ち、 自分と パート ナーの二人で育てている と 回答し

たも のが１ ０ ２ 名（ ７ ２ ％） おり 、 パート ナー以外のド ナーなど 複数で育てている

と 回答し たも のも １ ５ 名（ １ １ ％） いた 16。  

既に出産・ 子育てを し ている １ ４ １ 名のう ち、 半数強の７ ７ 名（ ５ ５ ％） が第三

者から の精子や卵子提供によ っ て子を 産んでいる 17。 精子や卵子の提供を 受けたと

 
15 新ケ江意見書４ －２ －３ －２ [３ ７ 頁]参照。  

16 新ケ江意見書４ －２ －３ －１ [３ ６ 頁]参照。  

17 新ケ江意見書４ －２ －４ －１ [４ ０ 頁]参照。  
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回答し た７ ７ 名のう ち、 ド ナー提供を 行う 掲示板やＳ Ｎ Ｓ など の利用者が２ ３ 名

（ ２ ９ ． ９ ％） を 占め、 海外の精子や卵子バン ク を 利用し ている も のも １ １ 名（ １

４ ． ３ ％） いた 18。   

 

( 3)  子育てを する 上での不安や悩み  

本アン ケート 調査の結果によ る と 、 子育てを する 上での不安や悩みが「 ある 」 と

答えたも のは４ ６ ０ 名で、 その悩みの内訳は下記のと おり であっ た 19。  

回答の内訳 

法的制度が整備さ れていない ７ ５ ． ０ ％（ ３ ４ ５ 名）  

社会の偏見や無知 ７ ４ ． ８ ％（ ３ ４ ４ 名）  

子育てにかかる 金銭的・ 経済的不安 ６ １ ． １ ％（ ２ ８ １ 名）  

子ど も がいじ めにあう かど う かの不安 ６ ０ ． ０ ％（ ２ ７ ６ 名）  

学校での対応 ５ ７ ． ８ ％（ ２ ６ ６ 名）  

子供への真実告知（ 血の繋がり や、 出自につ

いてなど ） のタ イ ミ ン グ 

５ ３ ． ３ ％（ ２ ４ ５ 名）  

精子や卵子提供者と の関係 ５ ０ ． ７ ％（ ２ ３ ３ 名）  

周り の理解が得ら れない ３ ８ ． ８ ％（ １ ７ ６ 名）  

不妊治療を 病院で行う 必要があっ た／必要が

ある 可能性がある  

２ ５ ． ７ ％（ １ １ ８ 名）  

パート ナーと の関係 ２ ３ ． ５ ％（ １ ０ ８ 名）  

子育てを する にあたり 、 周り から 孤立し てい

る  

１ ７ ． ６ ％（ ８ １ 名）  

周り に子育てを し ている こ と を 言えない １ ２ ． ２ ％（ ５ ６ 名）  

 
18 新ケ江意見書４ －２ －４ －４ [４ ３ 頁]参照。  

19 新ケ江意見書４ －２ －５ －２ [４ ７ 頁から ４ ８ 頁]参照。  
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( 4)  国に対する 要望 

ま た、「 国の制度についてど のよ う なこ と を 望むか」 を 聞いたと こ ろ 、「 同性婚や

同性パート ナーシッ プ制度」 と 答えたも のの割合が９ ２ ． ３ ％（ ４ ９ ３ 名） と 最も

高く 、「 幼稚園や学校でのセク シュ アルマイ ノ リ ティ に対する 教育」 が７ ６ ． ４ ％

（ ４ ０ ８ 名）、「 病院での生殖補助医療（ 人工授精や体外受精など ） を 使っ ての受

診」 が７ ２ ． ３ ％（ ３ ８ ６ 名）、「 不妊治療の助成に関する こ と 」 が６ ３ ． ３ ％（ ３

３ ８ 名）、「 シン グルマザーやシン グルフ ァ ーザーに対する 経済的支援」 が６ １ ．

２ ％（ ３ ２ ７ 名） であっ た 20。   

 

２  新ケ江教授ら によ る イ ン タ ビ ュ ー調査 

新ケ江教授ら は、 本ア ン ケート 調査の結果を 踏ま え、 日本における 性的少数者で

子育てを し ている 人々がど のよ う に日常生活を 営んでいる のかを 明ら かにする こ と

を 目的と し たイ ン タ ビ ュ ー調査（ 以下「 本イ ン タ ビ ュ ー調査」 と いう ） を 行っ

た。  

本イ ン タ ビ ュ ー調査の期間は２ ０ ２ ２ 年１ ０ 月から ２ ０ ２ ３ 年７ 月である 。 新ケ

江意見書「 ５  ２ ０ ２ ２ 年から 実施し たイ ン タ ビ ュ ー調査の結果よ り 」 では、 イ ン

タ ビ ュ ー対象者のう ち２ ０ ２ ３ 年１ １ 月段階で出産・ 子育てを し ている 性的少数者

９ 名に対する 調査分析が記載さ れている 21。  

 

( 1)  子育てにおける 役割分担  

本イ ン タ ビ ュ ー調査によ れば、 子育ての役割分担に関し ては、 大き く 分けて二つ

のパタ ーン 、 すなわち、 やれる こ と を でき る 人がやる と いう パタ ーン と 、 ジェ ン ダ

 
20 新ケ江意見書４ －２ －７ [５ ２ 頁]参照。  

21 新ケ江意見書５ －１ ―１ [５ ７ 頁]、 同５ －１ －２ [５ ７ 頁から ５ ８ 頁]参照。  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
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ー役割分業「 的」 なこ と が行われている パタ ーン が見ら れた 22。 法律上異性のカッ

プル同様、 法律上同性のカッ プルにおいても 、 臨機応変にかつ積極的に子育てが行

われている こ と がう かがわれる 23。  

 

( 2)  子の親に対する 意識 

子が親に対し てど のよ う な意識を 持っ ている かに関し ては、 親が性的少数者であ

る こ と に関し 、 子がそのこ と を 肯定的に受け入れながら 周り と の関係を 構築し てい

る パタ ーン がある 一方で、 自分の親が他の親と は違う よ う だと いう こ と に対し て、

疑問や葛藤を も つパタ ーン も 見ら れた 24。 し かし 、 後者のパタ ーン においても 、 親

が、 子が愛さ れ望ま れて生ま れてき たと いう こ と を 説明し 養育する こ と によ り 、 自

己を 肯定し 、 自分の出自について自然と 周り に伝える こ と ができ る よ う になっ てい

たり 25、（ ト ラ ン ス ジェ ン ダーである ） 親が子に自ら の性自認と 異なる 性別の恰好

を する こ と のつら さ について説明を する と 子がそれに理解を 示す26など し ている 。  

こ のよ う に、 本イ ン タ ビ ュ ー調査から 、 性的少数者の親を 持つ子ど も は、 疑問や

葛藤を 持つこ と も あ る も のの、 親から の愛情や親と の対話など を 通じ て自分の生ま

れた状況を 理解し ながら 成長し ている こ と が見て取れる 。 社会は、 こ のよ う な多様

な家族の形を 認識し 、 性的少数者によ る 家族形成を 支える 制度を 構築する 必要があ

る 27。   

 

( 3)  子育ての上での困難 ― 制度と の関係  

本イ ン タ ビ ュ ー調査において、 地方自治体の「 パート ナーシッ プ制度」 や「 フ ァ

 
22 新ケ江意見書５ －２ －１ －１ [６ ０ 頁から ６ ３ 頁]参照。  

23 新ケ江意見書５ －２ －１ －４ [６ ８ 頁から ６ ９ 頁]参照。  

24 新ケ江意見書５ －２ －１ ―２ [６ ３ 頁から ６ ７ 頁]参照。  

25 新ケ江意見書５ －２ －１ －２ －２ [６ ４ 頁から ６ ５ 頁]記載の C の家族の例。  

26 新ケ江意見書５ －２ －１ －２ －２ [６ ６ 頁から ６ ７ 頁]記載の G の家族の例。  

27 新ケ江意見書５ －２ －１ －４ [６ ９ 頁]参照。  
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ミ リ ーシッ プ制度」 に関し 、 こ れら の制度を 利用する こ と によ っ て、 児童扶養手当

の受給が困難になっ たり 、 保育所の入所に制限を 加えら れる のではないかと いう 問

題点がある ため、 こ れら の制度を あえて利用し ないと いう 語り が見ら れた 28。  

 本来、 制度と は困難に置かれている 人の生活改善や支援を 行う も のである はず

だが、 子育てを し ている 性的少数者にと っ ては、 こ の制度が逆に支援を 阻害する 要

因と なる こ と も あり 、 も と も と 法的保障のない象徴的要素の強い「 パート ナーシッ

プ制度」 や「 フ ァ ミ リ ーシッ プ制度」 が、 その制度を 利用する こ と によ っ て、 児童

扶養手当の受給を 困難にし たり 、 保育所の入所に制限を 加えら れる など の問題点が

ある こ と が明ら かと なっ た。 子育てを し ている 性的少数者は、 婚姻し ている 法律上

の男女と 比較し て、 そも そも 制度上平等な扱いを 受けら れないにも 関わら ず、 一方

で、「 パート ナーシッ プ制度」 や「 フ ァ ミ リ ーシッ プ制度」 を 利用し ている と いう

理由から 、 都合のいい部分のみ法律上の男女と 同等に扱われる と いう 、 不平等が生

じ ている 29。  

 

( 4)  子育ての上での困難 － 定位家族と の関係 30 

子の祖父母や親戚など 定位家族と の関係については、 当初から 肯定的な例31のほ

か、 当初は第三者の精子提供によ り 子ど も を 産み育てる と いう こ と に対し 理解を 示

さ なかっ た実親も いたも のの、 子ど も が生ま れた後はその子の存在を 認め、 子育て

にも 参加する 例が見ら れた 32。 子ど も が生ま れた後に、 こ れま での家族関係が改善

し たと いう 例も あっ た 33。  

 
28 新ケ江意見書５ －２ －２ －１ [６ ９ 頁から ７ ４ 頁]参照。  
29 新ケ江意見書５ －２ －２ －３ ［ ７ ８ 頁］。  

30 定位家族と は、 子ど も から 見た自分が生ま れ育っ た家族のこ と を 指す（ 新ケ江意見書[５ ６

頁]脚注１ ５ 参照）。  

31 新ケ江意見書５ －２ －２ －２ －２ ［ ７ ６ 頁］ 記載の C の例。  

32 新ケ江意見書５ －２ －２ －２ －１ [７ ４ 頁から ７ ６ 頁]記載の E の例。  

33 新ケ江意見書５ －２ －２ －２ －２ ［ ７ ６ 頁から ７ ８ 頁］ 記載の A や D の例。  
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３  ま と め 

本アン ケート 調査と 本イ ン タ ビ ュ ー調査から 、 日本においても 、 少なく ない数の

性的少数者が親と し て子を 育てる こ と を 強く 望んでいる と と も に、 実際に愛情を 持

っ て子育てを し ている こ と が明ら かになっ た。  

一方で、 性的少数者によ る 子育てが法制度から 排除さ れる こ と によ り 、 産みの親

ではない親と 子の関係が法的に不安定であ る こ と や、 婚姻し ている 法律上の男女が

受けら れる 制度を 性的少数者が利用でき ないなど 、 様々な困難に直面し ている こ と

も 明ら かと なっ た 34。  

さ ら に、 性的少数者によ る 子育てに関し 子の福祉に悪影響を 与える 点がある と す

れば、 それは、 性的少数者ら の責に帰すべき 問題ではなく 、 制度の不備や社会の無

理解によ る 差別や偏見によ り も たら さ れたも のである こ と も 明ら かと なっ た。  

既に性的少数者によ る 子育ての事例が少なから ず存在する こ と に鑑みれば、 制度

の不備に対し ては早急に対応が必要であり 、 既に多様な家族が存在し ている こ と に

ついての理解促進と 差別の禁止が求めら れる 35。   

 

以 上 

 

 
34 新ケ江意見書６ [７ ９ 頁]参照。  

35 新ケ江意見書６ [７ ９ 頁]参照。  
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